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✔重要法令：  
1. 【商標法 】 （2001 年 10 月 27 日 改正） 

2. 【商標法実施条例 】 （2002 年 9 月 15 日 施行） 

✔注目すべきポイント： 

1. 同じ商標を複数の商品に使用したい場合、複数の出願が必要になる 

可能性があるため、事前確認すべき 

2. 現在は、商標登録の取得手続の完了までは約 2 年から 3 年かかる 

テーマ 

←ポイント 

【滴水穿石】 

先週に引き続き、中国での商標

権取得がテーマです。 

取得手続きの完了までは 2～3

年を要するため、計画的な準備が

重要となります。専門家のアドバ

イスに従い、取得手続きの流れ

を、ご把握ください。 
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◆中国商標権登録の８つの主な内容 
（6）商標権の取得手続   

管轄部門は、工商行政管理部門の中にある商標局です。主要

な手続の流れについては、右図をご参照ください。 

（7）同じ商標を複数の商品に使用したい場合   

商標登録時、定められている商品類別の区分（合計 45 分類が

ある）ごとに出願します。同じ商標を複数の商品に使用した

い場合、複数の出願が必要になる可能性がありますので、事

前に商品類別について確認する必要があります。 

例えば、薬酒、空気浄化剤、農薬、歯科用填綴材に同じ商標

を使用したい場合、上記の商品は全て第 5 類に属しているた

め、1つの出願で結構です。 

一方、絵筆、絵顔料に同じ商標を使用したい場合、前者が第

16 類、後者が第 2 類に属しているため、2 つの出願が必要で

す。 

（8）取得手続にかかる時間   

 法律上、審査の公告期間（3ヶ月）については規定されていま

すが、出願後の審査期間についての定めはありません。現在、

当局の審査案件は山積の状態であるため、取得手続は大体 2

年から 3年の時間が掛かる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査 

出願を却下 審査通過 

審査期の公告（3ヵ月） 

出願 

第三者異議なし 第三者異議あり 

出願人に通知 

再審査の申請 

登録済の公告 

再審査の申請 

←解 説  

許認可 

登録証明書の発行 

前回（2/8）の続編です 

執筆： 莫 健潔（ばく けんけつ） 

取得手続の主要な流れです 


